
指定管理者候補者選定基本調書

構造規模

①神根たたら荘
（１）名　　称　　川口市老人福祉センター神根たたら荘
（２）所 在 地　　川口市大字道合１４２１番地
川口市神根福祉センター３階
（３）開所年月日　平成９年４月１０日
（４）構　　造　　鉄筋コンクリート造　３階建
（５）敷地面積　　２,７４１．１６㎡（全体）
（６）延床面積　　２,９７５．６４㎡（全体）
　　１,０３５．８９㎡（当該施設部分）
（７）定　　員　　１２０人
②芝たたら荘
（１）名　　称　　川口市老人福祉センター芝たたら荘
（２）所 在 地　　川口市大字伊刈２０番地
川口市芝福祉センター２階
（３）開所年月日　平成１０年１２月１日
（４）構　　造　　鉄筋コンクリート造　３階建
（５）敷地面積　　２,２９８．５８㎡（全体）
（６）延床面積　　１,７９７．４５㎡（全体）
　　９２２．００㎡（当該施設部分）
（７）施設内容　定員１２０人
③安行たたら荘
（１）名　　称　　川口市老人福祉センター安行たたら荘
（２）所 在 地　　川口市大字安行１１９４番地
（３）開所年月日　平成４年４月７日
（４）構　　造　　鉄筋コンクリート造　平屋建
（５）敷地面積　　２,６１２．１７㎡
（６）延床面積　　６８４．７０㎡
（７）定　　員　　１２０人

所管課 福祉部　長寿支援課

１　施設概要

施設名称 川口市老人福祉センター(たたら荘)

設置目的

老人福祉法第２０条の７に規定する、無料又は低額な料金で、高齢者に関する各種の
相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション
のための便宜を総合的に供与することを目的とする。

所在地 川口市内（３ヶ所）
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団体

２　募集概要

募集要旨
〔導入目的〕

多様化する市民ニーズへの柔軟な対応、管理経費の削減、管理運営の効率化等を実
現することで、より高品質で市民満足度の高いサービスを提供することを目的とするも
の

【年額】 65,944,000円～68,383,000円（３施設合計）

応募団体

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） ５期目

選定種別

非公募

※非公募の場合は、下欄に理由を記述すること

　老人福祉センターたたら荘については、高齢者の自主性を尊重し、各施設で地元老
人クラブや民生委員・児童委員との運営委員会を設置し、連携体制を構築しており、設
置目的・役割を十分に理解し、市と一体になり高齢者福祉に寄与していること。
　また、社会福祉センター内の神根たたら荘、芝福祉センター内の芝たたら荘は、複合
施設内にあり、複数の施設を一括して管理することは、効率的に人材確保ができるた
め、引き続き指定管理を行わせることで、安心安全なサービスの提供と、安定的な管理
運営を期待することができること。
　安行たたら荘は、本町・芝中央・南平・前川の各たたら荘を社会福祉法人川口市社会
福祉事業団が自主運営していることから、巡回する看護師等の配置や培ってきたノウ
ハウを生かし効率的且つ合理的な運営が期待できること。
　以上の理由により非公募とする。

指定管理料
（参考）前指定期間 61,326,000円～61,566,000円（３施設合計）

利用料金 有り

　 （　　社会福祉法人　川口市社会福祉事業団（非公募）　　　）
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３　福祉部専門委員会における選定結果 ⇒詳細は資料２５ページを参照

代　表　者 理事長　池　田　　誠

主な業種 福祉施設の受託管理業務及び自主経営業務

法人の目的
川口市が設置した福祉施設の受託管理業務を行うとともに、自ら市民の
福祉ニーズに応えるため、福祉施設を設置運営することを目的とする。

第一位指定管理者候補者

名　　称 社会福祉法人　川口市社会福祉事業団

代表団体

所　在　地 川口市赤井１０５５番地

法人の事業

役員の状況

構成団体２

所　在　地

代　表　者

主な業種

法人の事業
指定管理者として20事業の管理運営を川口市より委託され、併せ
て障害者相談支援センター及び地域包括支援センターの7事業を
受託するとともに、自主経営事業として13事業を運営している。

役員の状況 理事長１名、常務理事１名、理事８名、評議員１１名、監事２名

構成団体１

所　在　地

代　表　者

主な業種

法人の目的

法人の目的

法人の事業

役員の状況

指定管理料

第二次審査

138
専門委員会における

審査点数

第一次審査
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①総資産 安定しております。

②純資産 安定しております。

③自己資本比率 ３０％超のため、問題ありません。

④預貸率 借入なし。

⑤流動比率 １５０％超のため、問題ありません。

⑥人件費比率 社会福祉法人の平均値程度を維持しています。

【選定理由】

　福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会において、現指定管理者である「社会福祉法
人川口市社会福祉事業団」から提出された事業計画書等に基づき、施設の運営方針、入所者への
適切な対応、施設の効果、管理能力、管理経費の縮減、法人の現状等について、総合的に評価し選
考を行った。
　選考評価は、川口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条に基づいた６分
野１０項目の審査項目について、４名の選考委員が５段階で評価した結果、合計点数は、２００点満
点中１３８点であった。
　審査項目のうち、「川口市老人福祉センターの運営の理念」の項目について特に高い評価を受け、
その他についても高い評価を受けた。
　利用者満足度調査の結果についても、「この施設を総合的に評価するとあなたはどの程度満足して
いますか」という設問で、回答者９６人中、４３人から満足しているという回答が得られている。

　上記の結果を踏まえ、福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会では、「社会福祉法人
川口市社会福祉事業団を当該施設の指定管理者候補者とする。

４　指定管理者候補者財務分析表【単位：円】

第一位指定管理者候補者【構成団体１】

法 人 名 社会福祉法人　川口市社会福祉事業団

⇒詳細は別冊資料を参照

経 常 利 益 △ 98,837,363 839,012 42,534,433

特 別 利 益 22,953,283 1,925,000 3,980,800

決 算 期 令和４年度 令和５年度 令和６年度

総 売 上 高 2,317,243,999 2,367,601,571 2,423,804,802

総 資 産 773,300,232 759,425,181 753,200,090

純 資 産 420,627,378 402,202,415 436,796,581

特 別 損 失 22,399,003 10,701,900 3,695,561

当 期 純 利 益 △ 98,283,083 △ 7,937,888 42,819,672

流 動 比 率 193.32% 199.15% 237.55%

人 件 費 比 率 69.62% 66.29% 64.91%

自 己 資 本 比 率 54.39% 52.96% 57.99%

預金対借入金比率 % % %

財務に対する各部専門委員会の所見
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